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（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
案
（
閣
法
第
七
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
て
い
る
情
報
公
開
審
査
会
を
改
組
し
て
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
と
す
る
も

の
で
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
設
置
及
び
組
織

１

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す

る
法
律
第
十
八
条
第
二
項
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
及
び
独
立
行
政
法
人

等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
応
じ
不
服
申
立
て
に
つ
い

て
調
査
審
議
す
る
た
め
、
内
閣
府
に
、
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

２

審
査
会
は
、
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
委
員
十

五
人
を
も
っ
て
構
成
す
る
と
と
も
に
、
委
員
の
任
免
、
服
務
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
規
定
を
設
け
る
。

二
、
審
査
会
の
調
査
審
議
の
手
続

１

審
査
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
諮
問
庁
に
対
し
、
行
政
文
書
等
又
は
保
有
個
人
情
報
の
提
示
を
求
め
る
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こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、
行
政
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
又
は
保
有
個
人
情
報
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
内
容

を
審
査
会
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
分
類
又
は
整
理
し
た
資
料
の
作
成
・
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

審
査
会
は
、
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
不
服
申
立
人
等
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
不
服
申
立
人
等
は
、
審
査
会
に
対
し
、
意
見
書
又
は
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

３

不
服
申
立
人
等
は
、
審
査
会
に
提
出
さ
れ
た
意
見
書
又
は
資
料
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も

に
、
審
査
会
は
、
第
三
者
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
で
な
け

れ
ば
、
そ
の
閲
覧
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

４

委
員
に
よ
る
調
査
手
続
、
調
査
会
の
行
う
調
査
審
議
手
続
の
非
公
開
、
審
査
会
等
が
し
た
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て

の
制
限
、
答
申
の
公
表
等
に
つ
い
て
、
必
要
な
規
定
を
設
け
る
。

三
、
雑
則

１

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２

職
務
上
知
る
こ
と
が
で
き
た
秘
密
を
漏
ら
し
た
委
員
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
。
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四
、
附
則

こ
の
法
律
は
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
審
査

会
の
委
員
に
つ
き
両
議
院
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
関
す
る
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


